
平
成
二
十
二
年
一
月
二
十
六
日
提
出

質

問

第

四

三

号

被
疑
者
取
り
調
べ
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

馳

浩
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被
疑
者
取
り
調
べ
に
関
す
る
質
問
主
意
書

民
主
党
を
は
じ
め
と
し
た
与
党
は
、
取
り
調
べ
の
過
程
を
録
音
・
録
画
す
る
「
可
視
化
」
を
導
入
す
る
法
案
の
今
国
会
で
の

提
出
に
前
向
き
で
あ
る
と
承
知
し
て
い
る
。

し
か
し
、
現
在
の
被
疑
者
取
り
調
べ
に
制
度
的
な
問
題
が
な
い
か
、
問
題
が
あ
る
と
す
れ
ば
そ
の
是
正
を
図
る
の
が
「
可
視

化
」
の
前
提
で
あ
る
と
考
え
る
。

従
っ
て
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
質
問
す
る
。

一

身
体
の
拘
束
を
受
け
て
い
る
被
疑
者
に
取
調
受
忍
義
務
が
あ
る
か
。
刑
事
訴
訟
法
第
一
九
八
条
第
一
項
但
書
の
解
釈
に
つ

い
て
政
府
の
見
解
を
問
う
。

二

身
体
の
拘
束
を
受
け
て
い
る
被
疑
者
は
被
告
人
の
前
身
で
あ
り
、
弾
劾
主
義
的
捜
査
観
の
下
で
は
被
告
人
は
一
方
当
事
者

で
あ
る
。
現
在
の
刑
事
訴
訟
法
に
お
い
て
も
、
被
告
人
は
取
調
受
忍
義
務
を
負
わ
な
い
こ
と
を
踏
ま
え
、
被
疑
者
に
も
取
調

受
忍
義
務
が
無
い
こ
と
を
明
文
化
す
る
べ
き
で
は
な
い
か
。
刑
事
訴
訟
法
第
一
九
八
条
第
一
項
但
書
の
改
正
に
つ
い
て
政
府

の
見
解
を
問
う
。

三

現
在
被
疑
者
の
多
く
は
代
用
刑
事
施
設
い
わ
ゆ
る
「
代
用
監
獄
」
に
収
容
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
警
察
署
の
施
設
内
部
に
お

一



け
る
取
り
調
べ
に
よ
り
、
自
白
の
強
要
が
行
わ
れ
て
い
る
と
の
批
判
は
古
く
か
ら
な
さ
れ
て
い
る
。

刑
事
訴
訟
法
の
規
定
に
従
っ
て
、
刑
事
施
設
に
収
容
す
る
こ
と
を
原
則
と
す
る
べ
き
で
は
な
い
か
。
政
府
の
見
解
を
問

う
。

四

刑
事
施
設
の
数
が
過
少
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
増
設
に
つ
い
て
の
見
解
如
何
。

右
質
問
す
る
。

二


